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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移

　

回次 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期

決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

売上高 (千円) 25,938,14425,800,62919,489,81111,438,18017,581,545

経常利益 (千円) 2,237,6042,251,3071,130,12543,728 848,645

当期純利益又は当期純
損失(△)

(千円) 1,198,6181,286,100643,530△36,429 467,384

持分法を適用した場合
の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 1,148,0001,148,0001,148,0001,148,0001,148,000

発行済株式総数 (株) 5,300,0005,300,0005,300,0005,300,0005,300,000

純資産額 (千円) 12,880,94613,642,92613,327,20113,081,69413,213,829

総資産額 (千円) 20,225,31520,642,41716,845,33116,426,42118,417,191

１株当たり純資産額 (円) 2,430.372,574.142,613.182,565.042,642.86

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
80.00
(―)

80.00
(―)

50.00
(―)

30.00
(―)

40.00
(―)

１株当たり当期純利益
金額又は当期純損失金
額(△)

(円) 226.15 242.66 125.05 △7.14 92.50

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 63.7 66.1 79.1 79.6 71.7

自己資本利益率 (％) 9.6 9.7 4.8 △0.3 3.6

株価収益率 (倍) 11.9 9.0 11.6 ― 17.7

配当性向 (％) 35.4 33.0 40.0 ― 43.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,399,08633,5352,094,411943,322 524,786

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,503,179△1,014,268△466,651 292,326△542,463

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △504,000△504,000△964,209△335,000△383,471

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 6,486,7935,002,0615,665,6126,566,2606,165,112

従業員数 (名) 198 200 200 196 197
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(注) １  当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３  持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、第61期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜

在株式が存在しないため記載しておりせん。

５  第58期の１株当たり配当額80円は、特別配当20円を含んでおります。

６  第59期の１株当たり配当額80円は、会社設立60周年記念配当20円を含んでおります。

７  従業員数は、就業人員数を表示しております。
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２ 【沿革】

当社は、1906年(明治39年)９月に現在の中華人民共和国大連市において「(旧)株式会社 鳥羽洋行」を設

立し、中国大陸の各地において機械工具、ゴム製品、鉄鋼等の生産並びに販売をしておりました。

その後、第二次世界大戦の終結により日本に引き揚げ、1949年(昭和24年)12月に「旧日本占領地域に本店

を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令」を受けて再建し、現在に至っております。

　

年月 事項

昭和24年12月 機械工具販売を目的として、東京都中央区に株式会社鳥羽洋行を設立。

昭和27年３月 大阪市西区に大阪支店を開設(現 大阪営業所)。

昭和31年12月 静岡県静岡市に清水出張所を開設(現 静岡営業所)。

昭和33年８月 東京都中央区に管工機材部を開設(現 東京営業所)。

昭和37年10月 名古屋市中区に名古屋出張所を開設(現 名古屋営業所。現在の所在地は名古屋市名東区)。

昭和38年６月 東京都中央区に本店営業部(卸部)を開設(現 東京営業所)。

昭和40年９月 東京都豊島区に本店営業部(直接販売部)を開設(現 東京営業所)。

昭和41年10月 本社内に貿易部を開設(現 海外事業グループ)。

昭和43年３月 神奈川県厚木市に厚木出張所を開設(現 厚木営業所)。

昭和44年４月 埼玉県熊谷市に熊谷出張所を開設(現 熊谷営業所)。

昭和45年10月 神奈川県横浜市に横浜営業所を開設。

昭和45年11月

 

東京都豊島区に中央倉庫事務所を開設し主要商品の仕入を行い、主として関東地区営業所に供給

(現 仕入グループ)。

昭和51年３月 栃木県宇都宮市に宇都宮営業所を開設。

昭和56年11月 茨城県土浦市に池袋支店土浦営業所を開設(現 茨城営業所。現在の所在地は茨城県牛久市)。

昭和57年10月

 

東京都文京区に土地を購入し、店舗新築と同時に池袋支店と京橋支店を統合して東京支店(現 東

京営業所)と改称。

平成７年11月 日本証券業協会に売買有価証券として店頭登録。

平成10年６月

 

組織変更に伴い、東京都大田区に店舗を新築。横浜営業所、海外事業グループ、仕入グループを移転

し、横浜営業所を東京南営業所に改称。

平成10年９月 本社を東京都文京区へ移転。

平成16年２月

 

本社、東京第一営業所及び東京第二営業所(現 東京営業所)においてＩＳＯ１４００１に認証登

録。

平成16年12月

 

日本証券業協会への店頭登録を取り消し、ジャスダック証券取引所(現 大阪証券取引所ＪＡＳＤ

ＡＱ(スタンダード))に株式を上場。

平成18年４月

 

組織変更に伴い、東京第一営業所と東京第二営業所を統合して東京営業所とし、大阪営業所と大阪

東部営業所を統合して大阪営業所に改称。

平成18年８月 本社ビル建て替え完了に伴い、海外事業グループを本社ビル内に移転。

平成18年10月 大阪ビル建て替え完了に伴い、大阪営業所を大阪ビルに移転。

平成19年２月 本社及び全営業所においてＩＳＯ１４００１の認証登録を完了。

平成20年12月 中華人民共和国上海市に子会社(鳥羽(上海)貿易有限公司)を設立。
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社と子会社１社（鳥羽(上海)貿易有限公司）で構成されており、下記、主要取扱品目

に記載の制御機器、ＦＡ機器及び産業機器などの販売を主な事業内容としております。国内取引について

は、有力メーカーなどより商品を仕入れ、大手ユーザーを中心に販売を行っております。また、海外取引につ

いては、主として国内有力メーカーなどより仕入れた商品を海外ユーザーに販売を行っております。なお、

当社グループは、単一の事業セグメントとしております。

当社グループは、単に機械工具類の卸売りを行うばかりではなく、主としてユーザーの生産現場へニーズ

に応じた商品を直接販売する形態を採っております。また、日本国内において空気圧機器や省力化、自動化

のためのＦＡロボットの販売をいち早く始めるなど、時代の最先端を行く新商品の発見・育成・提供に努

めております。さらに、近年の環境意識の社会的な高まりに応じて、環境マネジメントシステムの国際規格

であるＩＳＯ１４００１の認証登録を取得しております。

営業体制は当社営業本部が統括部署となり、国内は地域別に３営業部・22営業所により得意先に密着し

た営業を行い、海外については海外営業部を中心に営業を行っております。また、半導体製造装置向けの

チップマウンターなどの特に専門的な知識が必要な商品に関しては、営業本部直轄の特機システムグルー

プが対応する体制となっております。なお、平成23年４月１日より、営業強化の観点から、よりきめ細かい管

理、推進体制を確保するため、従来の国内、海外を合わせた４営業部制を廃止し、６ブロック制に変更してお

ります。また、マーケティング機能（営業戦略の企画・立案機能）の強化の観点から、営業企画室を新設し

ております。

　
(1) 主要取扱品目

当社グループの仕入先は当事業年度の実績で約1,200社あり、得意先のニーズに対し的確に応えるため

の充分な体制を取っており、その主な取扱品目は次のとおりであります。

＜制御機器＞空気圧機器、電子センサー、圧力センサー、流体継ぎ手、真空機器など。

制御機器では、生産工程の自動化補助のために使用する空気圧機器や各種センサーなどの単体機器の

ほか、半導体製造装置、液晶基板製造装置、デジタル機器製造設備などの装置の構成部品として組み込ま

れる商品の販売を行っております。特に空気圧機器に関しては、昭和30年代後半の空気圧機器誕生の時代

から販売代理店としての権利をいち早く確保し、長年培った販売技術と得意先との密度の濃い取引関係

を有しております。なお、当社は営業担当者に対し、国家資格である空気圧装置組立て技能士の資格取得

を推進しており、多くの営業担当者が同資格を保有しております。

＜ＦＡ機器＞ロボット、自動組立機、チップマウンター、レーザー加工機など。

ＦＡ機器では、生産工程の自動化を直接担う役割を持つロボットや自動組立機などの機器類を中心に

構成されており、得意先の生産革新をサポートする商品の販売を行っております。国内主要製造業におけ

る海外とのコストダウン競争や熟練工の高齢化対策といった課題に対し、当社は技術的な専門知識を有

した営業担当者が製造現場のコストダウン並びに高度化などの提案を行い、得意先のニーズに対し的確

な商品を提供しております。なお、当社は営業担当者に対し、ＦＡロボットのメーカーＳＥ資格の取得を

推進しております。

＜産業機器＞電気ドライバー、アルミフレーム、無人搬送車、コンベア、環境システムなど。

産業機器では、生産現場に必要な機械・環境機器や物流機器などを中心に、デジタル家電向けに需要の

高い電気ドライバーや自動車関連に需要の多い無人搬送車、半導体・液晶関連に主な需要のあるアルミ

・プロファイルなどの販売を行っております。
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(2) 事業系統図

当社グループにおける事業の系統図は、次のとおりであります。

　
４ 【関係会社の状況】

子会社について重要性等を総合的に勘案し、連結の範囲に含めないこととしております。

　
５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成23年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

197 37.0 13.0 5,047

　

セグメントの名称 従業員数(名)

機械工具器具等の販売 184

全社(共通) 13

合計 197

(注) １  従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。

２  平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３  全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

　
(2) 労働組合の状況

当社では、労働組合は結成されておりません。また、労使関係については特に記載すべき事項はありま

せん。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度（以下、「当期」という）における内外経済を概観しますと、米国経済は雇用不安が懸念さ

れるものの緩やかな回復に向かっており、欧州経済も国別にはバラつきがありますが、一時の不安定な状

況を脱して落ち着きを取り戻してきております。また、中国経済は内需を背景に成長を維持しており、そ

の他の新興国経済も米国向け輸出拡大によって高い成長を続けております。一方、わが国経済におきまし

ては、家電エコポイント制度及びエコカー補助金制度の打ち切りによる景気の息切れが懸念されました

が、アジアを中心とする新興国向けの輸出が下支えになり、大きな落ち込みもなく堅調に推移いたしまし

た。

  当社の関連する市場におきましては、スマートフォン及びタブレットＰＣ等が世界的に普及する兆し

を見せたことにより、半導体・液晶・電子部品等の需要が旺盛になるにつれて、それらに関連する企業の

設備投資が大幅に拡大いたしました。また、自動車・車載部品等も新興国向けの輸出を中心とした需要が

復活し、それらの関連企業の設備投資も復調してきました。このような設備投資に対する需要の拡大が、

当社におけるＦＡ機器並びに制御機器等の販売を大きく押し上げる結果となりました。

  しかしながら、わが国経済におきましては、為替相場が米国ドル・ユーロともに期を通じて円高で推移

するとともに、原油価格も高騰を続けております。さらに、平成23年３月11日に至って東日本大震災に見

舞われる等、景気の先行きに対して不安要因を抱えたまま期末を迎えている状況であります。

  このような状況下で当社は、将来に亘って利益創出ができる基盤づくりをめざし、新しい設備投資需要

の見込まれる業界に対する新規開拓並びに既存取引先における未取引部門との取引推進を積極的に行う

とともに、製造業の生産効率向上及びコスト削減効果が期待できる新しい販売商品の発掘に取り組んで

まいりました。さらに、管理面では、経費削減の継続及び営業力の強化に向けた社員教育等を進めてまい

りました。

  以上の結果、売上高は175億81百万円(前年同期比53.7％増)、営業利益は７億62百万円(前年同期は営業

損失28百万円)、経常利益は８億48百万円(前年同期は経常利益43百万円)、当期純利益は４億67百万円(前

年同期は当期純損失36百万円)を計上することとなりました。

　
(2) キャッシュ・フローの状況

当期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、61億65百万円と前期末に比べ４億１

百万円(6.1％)の減少となりました。

  当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は、５億24百万円と前年同期に比べ４億18百万円(44.4％)の減少とな

りました。資金の主な増加要因は、税引前当期純利益の計上(８億30百万円)や仕入債務の増加(14億46

百万円)などであり、資金の主な減少要因は、売上債権の増加(17億94百万円)などであります。
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② 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により使用した資金は、５億42百万円となりました。資金の主な減少要因は、定期預金の預

入による支出(５億円)などであります。

なお、前年同期につきましては、定期預金の払戻による収入(３億円)などの資金の増加要因があった

ため、２億92百万円の資金流入でありました。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動により使用した資金は、３億83百万円と前年同期に比べ48百万円(14.5％)の増加となりま

した。資金の主な減少要因は、自己株式の取得による支出(１億90百万円)や配当金の支払額(１億53百

万円)などであります。

　
２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

該当事項はありません。

　
(2) 受注実績

該当事項はありません。

　
(3) 販売実績

当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

機械工具器具等の販売 17,581,545 53.7

合計 17,581,545 53.7

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(4) 仕入実績

当事業年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同期比(％)

機械工具器具等の販売 14,992,980 54.4

合計 14,992,980 54.4

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

日本経済は、金融危機に端を発した世界的景気後退局面からようやく脱し、回復の過程に入りつつありま

すが、この世界的な景気後退の経験は産業界全体に経営戦略の変革を迫りました。当社が関係する日本の製

造業におきましても、世界的な規模でのマーケティング及び価格競争が始まり、生産・販売両面においてグ

ローバルな観点から、最適化を求める動きが強まってきております。また、日本国内におきましては、少子高

齢化及び産業界全体としてのグローバル化の流れは加速しており、今後もこのような社会的な傾向はより

一層鮮明になるものと想定されます。こうした歴史的な状況は、わが国の経済にも大きな変化をもたらし、

当社のみでなくあらゆる企業がそれらの変化に対応するため、自らの変革を求められる経済環境にあるも

のと考えます。大きな変革を求められる今こそ、今まで培われた当社の人的・物的資産をフルに活用し、利

益創出型企業として存続するためにより安定した経営基盤の構築をめざしてまいります。

  このような状況の中で、競合他社との差別化並びに高品質のサービス提供にむけて、当社の今後の対処す

べき課題は、以下のとおりと考えております。

(1) 販売力の強化・拡大

・新たなる成長分野の販路開拓（マーケティング力の強化）

  ・次世代に貢献する有望商品の発掘（市場ニーズの変化への対応）

  ・海外戦略の強化（製造業における国内空洞化への対応）

  ・環境問題へ適応できる商品戦略（グリーン調達への対応）

  ・経済のグローバル化に対応できる人材の育成・教育

  ・感性豊かな人材の確保

(2) 経営体質の強化

・コンプライアンス教育（ガバナンス経営強化への対応）

  ・基幹販売システムの見直し（業務の効率化、内部統制強化への対応）

  ・国際会計基準導入に対する体制構築

なお、当社では、現在のところ会社法施行規則における「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在

り方に関する基本方針」は定めておりません。

　
４ 【事業等のリスク】

以下には当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており、文

中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成23年６月16日）現在において当社が判断したもの

であります。また、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスクの全てを網羅するものではありませ

ん。

(1) 経済情勢の変化について

当社における得意先は、主としてデジタル機器、半導体、自動車・車載部品、医療機器、精密機器等の業

界であります。当社はこれらの業界の設備投資向け機械工具等を供給しております。そのため、経済情勢

の変化に伴う同業界または得意先の設備投資の動向によって、当社の経営成績は影響を受ける可能性が

あります。
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(2) 信用リスクについて

当社は、得意先に対して信用供与を行っており、与信リスクを負っております。

  債権管理につきましては、取引開始時より、社内ノウハウ及び外部情報等を駆使して与信リスク回避に

努めております。しかし、不測の事態により得意先の経営状況が悪化した場合には、保有する債権が回収

不能となり、当社の経営成績及び財政状態に少なからざる影響を与える可能性があります。

(3) 事業上使用する資産について

当社は事業の遂行上、保有する土地・建物等の不動産及び什器備品等の動産を本社及び全国の営業所

で使用するだけではなく、リース契約によって使用している資産も多数あり、いずれの資産に対しても最

良または最適な状態で十分に活用できるよう、必要な保守管理を行っております。しかし、不測の事故・

災害等が発生した場合には、財産的な損害ばかりではなく、正常な業務処理や活発な営業活動ができなく

なり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 人材確保と人材育成に関して

近年、産業界の技術革新のスピードは著しく速く、当社の所属する機械工具業界における取扱商品も高

精度化・多品種となり、それらを取り扱うためには専門的な知識が要求されます。こうした業界のニーズ

に対応するため、「人材確保」「人材育成」は重要な課題であります。

  これらの課題をクリアするために、当社は新卒・中途を問わず優秀な人材の確保を図るとともに、社員

に対して社内外で各種の研修等を実施することによって、市場環境の変化に対応してまいります。しか

し、これらの「人材確保」「人材育成」への対応が遅れた場合、同業他社との競合に劣後して、当社の経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 情報漏洩に関して

当社は業務に関連して、多数の情報資産を保有しております。このため、当社は情報管理規程を体系的

に整備、運用することによって情報漏洩防止を図っており、さらに、全てのシステムに情報漏洩防止を目

的としたセキュリティ対策等を講じております。しかし、不測の事態により情報が漏洩した場合には、損

害賠償責任を負う可能性があります。

(6) 法的リスクについて

当社の主たる取扱商品である制御機器、ＦＡ機器、産業機器等に関する法的規制について、今後改廃ま

たは新たな規制が制定されることで、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

　
５ 【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。

　
６ 【研究開発活動】

特記すべき事項はありません。

　
７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお

ります。
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(2) 財政状態の分析

当事業年度末（以下、「当期末」という）の１株当たり純資産は、前事業年度末（以下、「前期

末」という）比77円82銭増の2,642円86銭、自己資本比率は前期末比7.9ポイント減の71.7％となりまし

た。

① 資産

当期末の総資産は、前期末と比較して19億90百万円(12.1％)増の184億17百万円となりました。流動

資産は、前期末比24億84百万円(21.6％)増の140億円となりましたが、現金及び預金の増加(５億98百万

円)と受取手形の増加(２億38百万円)及び売掛金の増加(15億55百万円)が主な要因となっております。

固定資産は、前期末比４億93百万円(10.0％)減の44億16百万円となりましたが、長期預金の減少(５億

円)が主な要因となっております。

② 負債

当期末の負債合計は、前期末と比較して18億58百万円(55.6％)増の52億３百万円となりました。流動

負債は、前期末比18億73百万円(59.8％)増の50億７百万円となりましたが、支払手形の増加(５億22百

万円)及び買掛金の増加(９億24百万円)、未払法人税等の増加(３億92百万円)が主な要因となっており

ます。固定負債は、前期末比14百万円(7.1％)減の１億95百万円であり、特記すべき事項はありません。

③ 純資産

当期末の純資産合計は、当期純利益の計上(４億67百万円)による増加や、前期決算の剰余金の配当

(１億53百万円)及び自己株式の取得(１億90百万円)による減少などにより、前期末と比べ１億32百万

円(1.0％)増の132億13百万円となりました。

　
(3) 経営成績の分析

当事業年度（以下、「当期」という）の売上高は、半導体関連業界及び自動車・車載部品関連業界等の

設備投資が大幅に拡大したことにより、前年同期比61億43百万円(53.7％)増の175億81百万円となりまし

た。また、売上総利益は前年同期比９億21万円(53.9％)増の26億31百万円となりました。なお、当期の売上

総利益率は0.1ポイント増加し、15.0％となっております。

販売費及び一般管理費においては、売上拡大による各費用の増加などにより、前年同期比１億29百万円

(7.5％)増の18億68百万円となり、営業利益は７億62百万円(前年同期は営業損失28百万円)となりまし

た。

営業外収益においては、仕入割引の増加などにより前年同期比14百万円(18.4％)増の90百万円となり、

営業外費用では特記すべき事項はなく、経常利益は８億48百万円(前年同期は経常利益43百万円)となり

ました。

特別損失においては、当期に投資有価証券評価損の計上により前年同期比４百万円(20.3％)減の18百

万円となり、税引前当期純利益は８億30百万円(前年同期は税引前当期純利益21百万円)となりました。

以上の結果、税効果会計適用後の法人税等負担額は前年同期比３億５百万円(530.9％)増の３億62百万

円となり、当期純利益は４億67百万円(前年同期は当期純損失36百万円)となりました。

　
(4) キャッシュ・フローの分析

「第２ [事業の状況]」の「１ [業績等の概要]」「(2) キャッシュ・フローの状況」をご参照くださ

い。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社では、ユーザーへのサービス向上、販売拠点の効率化及び業務処理の効率向上などを目的として設備

投資を行っております。当事業年度（以下、「当期」という）におきましても、上記方針に基づき既存設備

に対する改修などを行っておりますが、当期の設備投資及び重要な設備の除却、売却等として特記すべき事

項はありません。
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２ 【主要な設備の状況】

平成23年３月31日現在

事業所名

(所在地)

セグメントの

名称

設備の

内容

帳簿価額(千円)
賃借料

(千円)

従業

員数

(名)
建物及び

構築物

土地

(面積㎡)
工具、器具及び

備品
合計

川越営業所
(埼玉県川越市)

機械工具器
具等の販売

販売設備 7 ― ― 7 5,400 5

熊谷営業所
(埼玉県熊谷市)

機械工具器
具等の販売

販売設備 20,028
66,800

(357.02)
45 86,873― 15

前橋営業所
(群馬県前橋市)

機械工具器
具等の販売

販売設備 0 ― ― 0 3,000 4

宇都宮営業所
(栃木県宇都宮市)

機械工具器
具等の販売

販売設備 88 ― ― 88 5,760 8

仙台営業所
(仙台市若林区)

機械工具器
具等の販売

販売設備 118 ― 6 1242,280 7

本社
(東京都文京区)

― 管理設備 316,200
381,656

(493.78)
6,005 703,861― 13

営業本部
(東京都文京区)

機械工具器
具等の販売

管理設備 ― ― ― ― ― 6

海外事業グループ
(東京都文京区)

機械工具器
具等の販売

販売設備 ― ― 6 6 ― 4

千葉営業所
(千葉市中央区)

機械工具器
具等の販売

販売設備 ― ― 9 9 3,200 5

茨城営業所
(茨城県牛久市)

機械工具器
具等の販売

販売設備 277 ― ― 2773,420 9

東京南営業所
(東京都大田区)

機械工具器
具等の販売

販売設備 76,457
804,400

(501.00)
52 880,909― 10

東京営業所
(東京都大田区)

機械工具器
具等の販売

販売設備 ― ― 1 1 ― 9

仕入グループ
(東京都大田区)

機械工具器
具等の販売

物流設備 ― ― 23 23 ― 3

厚木営業所
(神奈川県厚木市)

機械工具器
具等の販売

販売設備 20,653
29,413

(177.00)
134 50,201― 10

八王子営業所
(東京都八王子市)

機械工具器
具等の販売

販売設備 13,037
44,645

(213.78)
7 57,690― 8

松本営業所
(長野県松本市)

機械工具器
具等の販売

販売設備 1,119
23,380

(344.00)
0 24,499― 4

甲府営業所
(山梨県甲斐市)

機械工具器
具等の販売

販売設備 ― ― ― ― 2,100 4

静岡営業所
(静岡市清水区)

機械工具器
具等の販売

販売設備 ― ― 10 10 3,840 6

沼津営業所
(静岡県沼津市)

機械工具器
具等の販売

販売設備 ― ― ― ― 2,243 4

名古屋営業所
(名古屋市名東区)

機械工具器
具等の販売

販売設備 42 ― 9 51 8,760 12

滋賀営業所
(滋賀県守山市)

機械工具器
具等の販売

販売設備 90 ― 119 2105,340 11

大阪営業所
(大阪市西区)

機械工具器
具等の販売

販売設備 188,168
1,210

(239.73)
0 189,380― 18

兵庫営業所
(兵庫県明石市)

機械工具器
具等の販売

販売設備 3 ― ― 3 5,400 7

広島営業所
(広島市西区)

機械工具器
具等の販売

販売設備 ― ― 44 44 3,200 5

福岡営業所
(福岡県大野城市)

機械工具器
具等の販売

販売設備 ― ― ― ― 2,520 4

大分営業所
(大分県別府市)

機械工具器
具等の販売

販売設備 15 ― ― 15 2,640 4

青森出張所
(青森県弘前市)

機械工具器
具等の販売

販売設備 ― ― 116 1162,640 2

福利厚生施設 ―
福利厚生
設備

19,891
27,595

(883.32)
― 47,487 ― ―

合計 656,200
1,379,100

(3209.63)
6,592 2,041,89461,743197
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(注) １  営業本部及び海外事業グループは本社と同一敷地内にあるため、建物及び構築物の金額、土地の面積・金額は

本社にまとめて記載しております。

２  東京営業所及び仕入グループは東京南営業所と同一敷地内にあるため、建物及び構築物の金額、土地の面積・

金額は東京南営業所にまとめて記載しております。

３  賃借料については、建物の賃借であり当事業年度分を記載しております。

４  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

５  リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。

名称 台数
リース期間
(年)

年間リース料
(千円)

リース契約残高
(千円)

ソフトウェア
(販売管理システム)

一式 3～5 12,785 9,554

ファクシミリ 17台 1～5 278 398

複写機 25台 1～5 1,281 3,282

車両運搬具 140台 1～5 23,600 45,570

　
３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません

　
(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式           20,000,000

計           20,000,000

　
② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成23年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年６月16日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,300,000 5,300,000
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード)

単元株式数は100株
であります。

計 5,300,000 5,300,000 ― ―

(注)  発行済株式のうち、6,000株は、現物出資(土地他 300千円)によるものであります。

　
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成７年11月７日(注) 300,0005,300,000108,0001,148,000231,0001,091,862

(注)  有償一般募集

 発行価格  1,130円      資本組入額  360円
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(6) 【所有者別状況】

平成23年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 6 5 34 6 ― 1,8461,897 ―

所有株式数
(単元)

― 3,767 56 5,09912,077 ― 31,99552,994 600

所有株式数
の割合(％)

― 7.11 0.11 9.62 22.79 ― 60.37100.00 ―

(注)  自己株式300,176株は、「個人その他」に3,001単元、「単元未満株式の状況」に76株含まれております。

　
(7) 【大株主の状況】

平成23年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

いちごトラスト
SECOND FLOOR.COMPASS CENTRE.P.O.BOX 448.
SHEDDEN ROAD.GEORGE TOWN.GRAND CAYMANKY1-
1106.CAYMAN ISLANDS 791 14.93

（常任代理人 香港上海銀行東
京支店）

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

鳥  羽  重  良 大阪市西区 367 6.93

鳥  羽  聰  子 東京都杉並区 281 5.30

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 248 4.69

ザ チェース マンハッタン バ
ンク エヌエイ ロンドン

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON EC2P
2HD,ENGLAND

226 4.26（常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行決済営業
部）

（東京都中央区月島４丁目16番13号）

鳥羽洋行取引先持株会 東京都文京区水道２丁目８番６号 216 4.09

竹  田  和  平 名古屋市天白区 200 3.77

モルガンスタンレーアンドカン
パニーインターナショナルピー
エルシー

25 CABOT SQUARE,CANARYWHARF,LONDON E14 
4QA,U.K.

167 3.16
（常任代理人 モルガン・スタ
ンレーＭＵＦＧ証券株式会
社）

（東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号恵比寿
ガーデンプレイスタワー）

鳥羽洋行社員持株会 東京都文京区水道２丁目８番６号 140 2.65

尾 日 向    宏 東京都世田谷区 139 2.62

計 ― 2,779 52.43

(注)  上記のほか当社所有の自己株式300千株(5.66％)があります。
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式  300,100

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

4,999,300
49,993 ―

単元未満株式
普通株式

600
― ―

発行済株式総数 5,300,000 ― ―

総株主の議決権 ― 49,993 ―

　
② 【自己株式等】

平成23年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社鳥羽洋行

東京都文京区水道２－８－６ 300,100─ 300,100 5.66

計 ― 300,100─ 300,100 5.66

　
(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

　
２ 【自己株式の取得等の状況】
　　 【株式の種類等】 会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号による普通株式の取得
　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　
(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(平成22年８月５日)での決議状況
(取得期間平成22年８月６日～平成22年12月30日)

100,000 200,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 100,000 190,163

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― 9,836

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) ― 4.9

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) ― 4.9
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(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 176 308

当期間における取得自己株式 ― ―

(注)  当期間における取得自己株式には、平成23年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

　
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を
行った取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得
自己株式

― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割
に係る移転を行った取得
自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 300,176 ― 300,176 ―

(注)  当期間における保有自己株式数には、平成23年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。

　
３ 【配当政策】

当社は、安定した経営基盤と堅実な財務体質を背景とし、長期的に安定した配当をめざしており、株主の

皆様への利益還元は重要な経営課題として捉えております。こうした考え方のもと、平成17年３月期より、

従来の安定的な配当を行う方針に加え、業績連動型の配当性向を指標に入れた配当政策を導入することを

決定しております。この方針に基づき、現在は配当性向を当期純利益の30％を目処に決定することを公表し

ております。

  当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としており、配当の決定機関は株主総会であり

ます。

  当事業年度（以下、「当期」という）の剰余金の配当につきましては、上記の方針に基づき、１株当たり

40円の年間配当を実施いたしました。この結果、当期の配当性向は43.2％となっております。

内部留保資金につきましては、従来どおり財務体質の充実と将来の事業展開に充てております。

なお、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

　
(注)  基準日が当期に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

平成23年６月16日
定時株主総会決議

199,992 40.00
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４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期

決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

最高(円) 3,110 2,745 2,800 1,830 1,990

最低(円) 2,160 2,020 1,435 1,180 1,383

(注)  最高・最低株価は、平成22年３月31日以前はジャスダック証券取引所におけるものであり、平成22年４月１日か

ら平成22年10月11日までは大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)におけるものであり、平成22年10月12日以降は大

阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。

　
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成22年10月 11月 12月 平成23年１月 ２月 ３月

最高(円) 1,985 1,990 1,950 1,872 1,840 1,790

最低(円) 1,865 1,810 1,720 1,850 1,770 1,383

(注)  最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)におけるものであり、平成22年

10月12日以降は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。

EDINET提出書類

株式会社鳥羽洋行(E02833)

有価証券報告書

19/71



　

５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役社長
 
(代表
取締役)

― 三  浦  直  行 昭和23年６月17日生

昭和42年４月 当社入社

(注)３ 19

平成６年４月 当社第三営業部長

平成６年６月 当社取締役第三営業部長就任

平成13年４月 当社取締役営業推進副本部長

兼第二ブロック営業部長就任

平成14年４月 当社取締役営業推進本部長就任

平成16年４月 当社常務取締役営業本部長就任

平成17年６月 当社代表取締役社長就任(現任)

平成20年12月 鳥羽(上海)貿易有限公司董事長

就任(現任)

常務取締役 営業本部長 藤  原  茂  夫 昭和23年６月23日生

昭和42年４月 当社入社

(注)３ 18

平成３年４月 当社静岡営業所所長

平成10年６月 当社取締役商品部長

兼静岡営業所所長就任

平成11年４月 当社取締役第四ブロック営業部長

兼静岡営業所所長就任

平成17年６月 当社常務取締役営業本部長

兼第二ブロック営業部長就任

平成19年４月 当社常務取締役営業本部長就任

(現任)

取締役
海外営業
担当部長

遠  藤      稔 昭和33年10月４日生

昭和56年４月 当社入社

(注)３ 8

平成３年４月 当社東京第二営業所所長

平成11年４月 当社第二ブロック営業部長

平成16年４月 当社第三ブロック営業部長

平成16年６月 当社取締役第三ブロック営業部長

就任

平成20年４月 当社取締役海外営業部長就任

平成23年４月 当社取締役海外営業担当部長就任

(現任)

取締役

営業副本部
長兼中国・
九州ブロッ
ク長

鳥  羽  重  良 昭和37年10月15日生

昭和62年４月 ＴＨＫ株式会社入社

(注)３ 367

平成５年10月 当社入社

平成11年４月 当社東京南営業所所長

平成17年６月 当社取締役第二ブロック営業副部

長兼厚木営業所所長就任

平成18年４月 当社取締役関西ブロック営業部長

就任

平成20年４月 当社取締役西日本営業部長就任

平成23年４月 当社取締役営業副本部長兼中国・

九州ブロック長就任(現任)

取締役 管理本部長 松  永  健  一 昭和30年１月25日生

昭和48年４月 当社入社

(注)３ 6

平成10年４月 当社経理グループ長

平成16年４月 当社管理本部長兼総務グループ長

平成19年４月 当社管理本部長

平成19年６月 当社取締役管理本部長就任(現任)

取締役 ― 尾  関  真一郎 昭和15年９月27日生

昭和38年４月 株式会社富士銀行

(現 株式会社みずほ銀行)入行

(注)３ 0

昭和59年11月 株式会社富士銀行北浜支店長就任

平成11年６月 大東証券株式会社

(現 みずほインベスターズ証券株

式会社)専務取締役就任

平成13年４月 みずほインベスターズ証券株式会

社常勤監査役就任

平成17年６月 当社取締役就任(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

― 尾日向      宏 昭和22年１月23日生

昭和54年１月 当社入社

(注)４ 139

平成５年４月 当社八王子営業所所長

平成10年４月 当社東日本営業部推進チーフ

平成11年４月 当社営業本部営業推進チーフ

平成12年４月 当社総合企画部営業推進チーフ

平成16年４月 当社営業本部営業推進チーフ

平成16年６月 当社常勤監査役就任(現任)

監査役 ― 上  田      正 昭和14年２月18日生

昭和36年４月 日本勧業証券株式会社

(現 みずほインベスターズ証券株

式会社)入社

(注)４ 1

平成５年４月 勧角証券株式会社代表取締役専務

就任(平成５年10月１日商号変更)

平成７年６月 株式会社勧角総合研究所

代表取締役社長就任

平成10年11月 勧角インベストメント株式会社

代表取締役社長就任

平成14年２月 勧角インベストメント株式会社

代表取締役社長退任

平成14年２月 上田経営工房設立代表就任(現任)

平成15年６月 佐藤食品工業株式会社監査役就任

(現任)

平成16年６月 当社監査役就任(現任)

平成17年12月 株式会社ユニカフェ監査役就任

(現任)

監査役 ― 池  田  圭  介 昭和17年２月28日生

昭和39年３月 東北大学工学部金属工学科卒業

(注)５ 0

昭和41年３月 東北大学大学院工学研究科

金属工学専攻修士課程修了

昭和41年10月 東北大学金属材料研究所助手

昭和47年11月 東北大学金属材料研究所助教授

平成元年８月 東北大学工学部材料加工学科教授

平成９年４月 東北大学大学院工学研究科

材料加工プロセス学専攻教授

平成15年４月 東北大学大学院工学研究科

金属フロンティア工学専攻教授

平成17年４月 東北大学名誉教授(現任)

平成17年６月 当社監査役就任(現任)

監査役 ― 金  森  浩  之 昭和37年４月24日生

昭和63年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限

責任 あずさ監査法人）入社

(注)６ 0

平成15年６月 監査法人朝日監査法人(現 有限責

任 あずさ監査法人）退社

平成15年７月 金森公認会計士事務所設立(現任)

平成18年６月 当社監査役就任(現任)

平成18年８月 カッパ・クリエイト株式会社

監査役就任(現任)

平成18年10月 ソーバル株式会社監査役就任

(現任)

計 561
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(注) １  取締役 尾関 真一郎 は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２  監査役 上田 正、池田 圭介、金森 浩之 は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３  取締役の任期は、平成23年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。

４  監査役 尾日向 宏 及び 上田 正 の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月

期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  監査役 池田 圭介 の任期は、平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年３月期に係る定時株

主総会終結の時までであります。

６  監査役 金森 浩之 の任期は、平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年３月期に係る定時株

主総会終結の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

イ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

当社はコーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題の一つとしており、企業価値の持続的

な向上を図るため、経営の迅速かつ的確な意思決定と業務執行に対する監査機能のもと、公正で透

明性の高い経営体制と、適時かつ適切な情報開示体制の構築に取り組んでおります。

  また、当社は従来より「信用第一主義」を経営の基本方針としており、今後とも株主、取引先、地

域社会、従業員などの様々な利害関係者からの信用をより多く得られるよう努めてまいります。

さらに、当社はコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方をより明確にするため、平成

20年９月に「企業行動規範」を制定しました。当社の役職員は当行動規範に則り、社会的な良識に

従って、健全かつ透明性の高い企業活動を行うことが要求されております。

当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、下記のとおりであります。

　

　
ロ 内部統制システムの整備状況

ａ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ 企業行動規範、社是及び社内諸規程を当社及び当社グループ企業活動の規範とし、取締役及び使

用人に対して定期的・恒常的な研修活動を実施するとともに、職位を通じて適正な業務執行と

監督を行い、法令、社内諸規程及び社会倫理に則った企業活動をする。

ⅱ 取締役会は、法令、定款、株主総会決議及び取締役会規程等に則り、経営上の重要な事項について

決定及び承認を行うとともに、各取締役は会社の業務執行状況に関して取締役会に報告を行う

ことにより、取締役の職務執行を相互に監督する。
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ⅲ 当社及び当社グループのコンプライアンス活動の基準となるコンプライアンス規程を制定し、

取締役及び使用人に対するコンプライアンスの徹底を図る。コンプライアンス体制として、取

締役社長は常勤取締役の中から法令遵守統括責任者を任命する。法令遵守統括責任者はコンプ

ライアンス委員会の委員長となり、各委員とともにコンプライアンス上の重要な事項を審議

し、その結果を取締役社長に報告する。また、コンプライアンス委員会の各委員は、全社的なコ

ンプライアンス推進に関わる課題及び対応策を協議・承認する体制とする。

ⅳ 取締役及び使用人の職務執行が法令、定款及び社内諸規程を遵守して行われているかを監査す

るため、取締役社長の直轄組織として内部監査室を設置し、遵守状況を定期的に監査して取締

役社長及び監査役に報告する体制とする。

ⅴ 使用人等が、内部通報窓口（顧問弁護士）を通して直接違反行為に関する情報を提供し、会社は

速やかに当該違反行為を認識し対処できる体制をとるとともに、公益通報者保護規程で通報者

に不利益が生じない措置を講じる体制とする。

ｂ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

ⅰ 取締役の職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む）については、文書管理規程及び文書取扱

マニュアルに基づき、保存媒体に応じて適正に保存、管理するものとし、取締役及び監査役は、

これらの文書等を常時閲覧できる体制とする。

ⅱ 電磁的方法で記録・保存された文書等については、情報管理規程に基づき管理責任者を明確に

して管理を徹底するとともに、社外からの不正アクセス防止措置を講じる。

ⅲ 取締役の職務執行に係る情報の保存・管理の状況に関しては監査役の監査を受ける。

ｃ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ リスク管理体制の基礎となるリスク管理規程を設ける。リスク管理規程に基づきリスク管理委

員会を設置して、想定されるリスクを可能な限り把握、認識及び分析して、それらに対する未然

防止または発生したリスクの損害を最小限に食い止める体制を講じる。また、職務権限規程、情

報管理規程、営業債権管理規程、安全保障輸出管理規程及び災害緊急時マニュアル等において、

平常時に想定されるリスクに対応する規程を網羅し、取締役及び使用人に徹底する。

ⅱ リスクを未然に防止するために、取締役社長の直轄部署である内部監査室が、常に各部署の監査

を行い、リスクの早期発見、早期解決を行う体制とする。

ⅲ 不測の事態または重大な経営リスクが発生した場合は、取締役社長を筆頭とする対策本部を設

置して、迅速かつ適正な対応を行い、損失を最小限に防ぐための体制を講じる。

ｄ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ 取締役会を原則毎月開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、当社及び当社グループの経

営に関する重要な事項の審議・決定を行う。

ⅱ 業務執行する取締役は、経営計画を達成するための、担当職務の具体的な方針、目標及び実行計

画を策定し、計画に基づく業務執行状況を定期的かつ適宜に取締役会に報告するとともに、計

画に対する進捗の状況及び対策を取りまとめ取締役会に報告する。

ⅲ 取締役会の決定に基づく業務の執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程にお

いて、それぞれの業務の役割、責任及び責任者等について詳細に定めてあり、当該規程に基づき

効率的運営及び責任体制を確立する。
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ⅳ 内部監査室は、各業務が社内諸規程に照らし正しく処理され、効率的に実行されているかの監査

を定期的に実施し、その結果を取締役社長に報告する。取締役社長は、当該報告で重要な事項に

ついては取締役会に報告する。

ｅ 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法及び関連法令等に

則り、有効かつ適切な内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続

的に評価し、必要な是正措置を行う体制を整備する。

ｆ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⅰ 関係会社管理規程を定め、当該規程に基づき当社グループの業務の適正を確保する。

ⅱ コンプライアンス委員会が当社グループ全体のコンプライアンスリスクを管理・推進する。

ⅲ 監査役及び内部監査室は、当社グループの監査を実施し、当社グループの業務の適正を確保する

体制とする。

ⅳ 金融商品取引法に基づき、当社グループは財務報告に係る信頼性を確保するため、その規模等を

踏まえ必要かつ適切な内部統制を整備・運用する体制とする。

ｇ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事

項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

ⅰ 監査役会が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社及び当社グループの使

用人から補助者を任命することとし、当該使用人配置の具体的な内容（組織、人数、その他）に

ついては、監査役会と協議し、同意を得たうえで取締役社長が決定する。

ⅱ 当該使用人の人事（人事異動、考課等）に関しては、監査役会の意見に基づいて行い、当該使用

人は取締役からの独立性を確保する体制とする。

ｈ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

ⅰ 取締役及び使用人は、監査役監査に対する理解を深め、監査役からの業務執行の状況の報告、情

報提供、資料提出の要請等に対して速やかに応じる環境を恒常的に整備する。

ⅱ 取締役及び使用人は、監査役に対し法定事項はもとより、当社及び当社グループに関し重大な影

響を及ぼす恐れのある事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス委員会及びリスク管理委

員会の活動状況、内部統制システムの構築に関する部門活動状況及び内部通報の状況等のリス

ク管理に関する重要な事項を報告する。

ⅲ 常勤監査役は、取締役会のほか、社内の業務の執行報告及び意思決定等の重要な会議に出席す

る。

ｉ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ⅰ 監査役は、会計監査人及び内部監査室と密接な情報交換及び連携を図るとともに、自らも適宜監

査を実施する。

ⅱ 監査役は、取締役社長との定期的な会議を設け、相互認識を深める体制とする。

ⅲ 監査役は、その必要性を認めた場合は、監査の実施にあたり顧問弁護士等の専門家との連携を行

う。

ｊ 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方

市民社会の秩序や企業の健全な活動に影響を与える反社会的勢力に対しては、一切関係を持た

ず、反社会的勢力からの不当要求及び妨害行為に対しては、警察、弁護士等の関連機関と緊密に連

携し、毅然とした態度で組織的に対応する。
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ハ リスク管理体制の整備状況

リスク管理体制の強化・推進のため、リスク管理委員会を設置し、原則として年４回以上定例会

議を実施する方針であります。また、自然災害やパンデミックなどの際にも、事業を継続していくた

めに必要な体制作りに努めております。

ニ 社外取締役、社外監査役または会計監査人との間の責任限定契約

当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、

社外取締役は５百万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額、社外監査役は５百万

円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

  なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職

務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

  会計監査人である有限責任あずさ監査法人との間では、同契約は締結しておりません。

　
② 内部監査及び監査役監査

イ 内部監査及び監査役監査の組織の人員及び手続き

当社の内部監査人は１名であります。また、監査役は４名であります。

社長直属の組織である内部監査室においては、「内部監査規程」に基づき年間監査計画書を策定

し、会社業務の適正な運用並びに財産の保全の実行状況、各組織における不正の発生や誤処理の防

止、法令及び社内規程の遵守状況を厳正に監視しております。他方、監査役監査としては、常勤監査

役が中心となり、取締役会のほか重要会議に積極的に参加するとともに、監査役会を原則として毎

月開催し、取締役の職務執行について厳正な監視を行っております。

  なお、監査役の上田正は、金融機関出身であるとともに幾多の企業の社外監査役を歴任しており、

これらの経験をいかし、中立的な立場において取締役会の意思決定における妥当性・正当性を確保

するために選任されております。また、金森浩之は、公認会計士の資格を有し、監査法人の代表社員

も務めており、会計・監査等に関する専門的な見地から、会計監査人と連携し財務・経理の適正性

をチェックするために選任されております。

ロ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係

内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に意見交換を行うなど連携を強め、監査の質的向

上を図っております。

　
③ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は１名であります。また、社外監査役は３名であります。

イ 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係及びその他の利害関

係は一切ありません。

ロ 社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、社外での経験を基に第三者的な観点から、会社を客観的に判断し意見を求める体

制となっております。また、社外監査役におきましては取締役会に出席するとともに、社長との面談

活動を通じて、役職員の職務の執行状況を随時監査する機能となっております。
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ハ 社外取締役または社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役は、取締役の経営判断における客観性・安定性を確保するため、１名選任しておりま

す。社外取締役は、独立役員にも選任されており、確実に独立した立場から取締役会に出席するほ

か、取締役の業務執行において直接報告及び相談を受けることなどにより、各取締役がより客観性

を持った経営判断及び業務執行ができるよう監督しております。なお、取締役会は総数６名体制で

構成しており、少数制による迅速な意思決定ができる体制であるとともに、社外取締役を選任して

いることにより、取締役の業務執行における公正かつ客観的な判断が確保できる経営体制であるも

のと理解しております。また、当社は監査役設置会社であります。当社は、監査役会を設置し、常勤監

査役１名の他客観的な立場からの意見を求めるために、社外監査役を３名選任し、４名体制により

経営に対する監視を行っております。今後とも、継続してガバナンス確保を念頭においた経営シス

テム構築をめざす方針であります。

ニ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互

連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、会社の経営目標や経営戦略等、会社の重要な事項を協議・決定するとともに、取締

役の業務の執行状況を監督しております。また、必要に応じて、内部監査とも密接に連携し、情報の

共有化はもとより、効率的で正確な業務運営の指導監督を行っております。社外監査役は、取締役会

に全員参加を原則とし、積極的に質疑、意見表明を行っております。その他内部監査室と密接に連携

し、内部監査結果の概要の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内

容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図っております。また、

会計監査人（監査法人）からは、年２回以上の会計監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受

ける体制となっております。

　
④ 役員報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(名)基本報酬

ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く)

82,088 59,088 ― 23,000 ― 6

監査役
(社外監査役を除く)

8,580 8,580 ― ― ― 1

社外役員 9,600 9,600 ― ― ― 4

　
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものは存在しないため、記載しておりません。
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ニ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針

当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会で決議された

総額の範囲内で「役員報酬・賞与内規」によるものとしております。また、その決定方法は、役員の

業績評価及び役位別能力、会社の業績や社員の給料とのバランス、役員報酬の業種別・規模別・上

場・非上場との比較等を総合的に勘案して決定しております。比較する裏付けとしては、毎年次の

政経研究所刊「役員の報酬・賞与・年収」で検証しております。

　
⑤ 株式の保有状況

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

  銘柄数                               30銘柄

  貸借対照表計上額の合計額        458,256千円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び

保有目的

（前事業年度）

特定投資株式

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(千円)
保有目的

㈱日伝 49,239 125,708
有力仕入先として、将来に渡る商品
の提供協力関係維持のため。

ＳＭＣ㈱ 6,493 82,396
有力仕入先として、将来に渡る商品
の提供協力関係維持のため。

㈱不二越 98,000 29,988
有力仕入先として、将来に渡る商品
の提供協力関係維持のため。

大日本印刷㈱ 21,000 26,523
有望取引先として、継続取引維持の
ため。

㈱ダイフク 30,570 22,500
有望取引先として、継続取引維持の
ため。

日本電気㈱ 74,000 20,794
有望取引先として、継続取引維持の
ため。

㈱東芝 36,600 17,677
主力取引先として、継続取引維持の
ため。

日東精工㈱ 61,910 17,582
有力仕入先として、将来に渡る商品
の提供協力関係維持のため。

キヤノン電子㈱ 6,000 12,402
有望取引先として、継続取引維持の
ため。

日東工器㈱ 5,808 12,127
有力仕入先として、将来に渡る商品
の提供協力関係維持のため。
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（当事業年度）

特定投資株式

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(千円)
保有目的

㈱日伝 50,287 124,210
有力仕入先として、将来に渡る商品
の提供協力関係維持のため。

ＳＭＣ㈱ 6,681 91,465
有力仕入先として、将来に渡る商品
の提供協力関係維持のため。

㈱不二越 98,000 46,256
有力仕入先として、将来に渡る商品
の提供協力関係維持のため。

㈱ダイフク 35,780 21,611
有望取引先として、継続取引維持の
ため。

大日本印刷㈱ 21,000 21,273
有望取引先として、継続取引維持の
ため。

日東精工㈱ 61,910 16,715
有力仕入先として、将来に渡る商品
の提供協力関係維持のため。

㈱東芝 36,600 14,896
主力取引先として、継続取引維持の
ため。

キヤノン電子㈱ 6,000 13,662
有望取引先として、継続取引維持の
ため。

日本電気㈱ 74,000 13,394
有望取引先として、継続取引維持の
ため。

日東工器㈱ 5,808 12,254
有力仕入先として、将来に渡る商品
の提供協力関係維持のため。

オリジン電気㈱ 20,000 9,580
主力取引先として、継続取引維持の
ため。

三機工業㈱ 10,000 5,240
主力取引先として、継続取引維持の
ため。

アズワン㈱ 2,323 4,076
有力仕入先として、将来に渡る商品
の提供協力関係維持のため。

旭硝子㈱ 3,000 3,138
有望取引先として、継続取引維持の
ため。

日本電産トーソク㈱ 4,000 2,968
有望取引先として、継続取引維持の
ため。

㈱椿本チェイン 6,360 2,715
有力仕入先として、将来に渡る商品
の提供協力関係維持のため。

㈱キトー 35 2,681
有力仕入先として、将来に渡る商品
の提供協力関係維持のため。

㈱みずほフィナンシャルグルー
プ

19,000 2,622
取引先金融機関との関係維持のた
め。

㈱タムラ製作所 12,019 2,620
主力取引先として、継続取引維持の
ため。

日本エアーテック㈱ 5,000 1,975
有力仕入先として、将来に渡る商品
の提供協力関係維持のため。

シチズンホールディングス㈱ 4,000 1,916
主力取引先として、継続取引維持の
ため。

杉本商事㈱ 2,300 1,840
有力仕入先として、将来に渡る商品
の提供協力関係維持のため。

不二ラテックス㈱ 10,000 1,230
有力仕入先として、将来に渡る商品
の提供協力関係維持のため。

椿本興業㈱ 5,161 1,094
有力仕入先として、将来に渡る商品
の提供協力関係維持のため。

三菱自動車工業㈱ 8,000 816
有望取引先として、継続取引維持の
ため。

㈱協和日成 1,760 774
有望取引先として、継続取引維持の
ため。

㈱東京自働機械製作所 2,000 210
主力取引先として、継続取引維持の
ため。

㈱りそなホールディングス 200 79
取引先金融機関との関係維持のた
め。

(注)  特定投資株式のオリジン電気㈱以下17社は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、銘柄す

べてについて記載しております。
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ハ 保有目的が純投資目的である投資株式

保有目的が純投資目的である投資株式は存在しないため、記載しておりません。

　
⑥ 会計監査の状況

会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査についての契約は、有限責任あず

さ監査法人と締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との

間には特別な利害関係はありません。なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、井上智由

氏、柿崎政広氏であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名、その他８名であります。

　
⑦ 取締役の定数

当社の取締役は８名以内とする旨を定款に定めております。

　
⑧ 取締役の選任の決議要件

当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらな

い旨を定款に定めております。

　
⑨ 中間配当の決定機関

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決

議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

　
⑩ 自己の株式の取得の決定機関

当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、

会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得

することができる旨を定款に定めております。

　
⑪ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会における特別決議の定足数の確保を確実にするため、会社法第309条第２項に定め

る特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

　
(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
(千円)

非監査業務に基づく報酬
(千円)

監査証明業務に基づく報酬
(千円)

非監査業務に基づく報酬
(千円)

20,500 ― 18,500 ―
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② 【その他重要な報酬の内容】

前事業年度

該当事項はありません。

当事業年度

該当事項はありません。

　
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前事業年度

該当事項はありません。

当事業年度

該当事項はありません。

　
④ 【監査報酬の決定方針】

監査役は、会社が会計監査人と監査契約を締結する場合には、会計監査人に対する監査報酬及び非監

査報酬の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて、契約ごとに検証しておりま

す。
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第５ 【経理の状況】

１  財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以

下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

  なお、前事業年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、

当事業年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成し

ております。

　
２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度(平成21年４月１日から平成22年

３月31日まで)の財務諸表については、あずさ監査法人により監査を受け、当事業年度(平成22年４月１日か

ら平成23年３月31日まで)の財務諸表については、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

  なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年

７月１日をもって有限責任あずさ監査法人となりました。

　
３  連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企

業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重

要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。

① 資産基準 0.6％

② 売上高基準 1.8％

③ 利益基準 3.7％

④ 利益剰余金基準 0.1％

    ※会社間項目の消去後の数値により算出しております。

　
４  財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会

計基準設定主体等の行う研修へ参加しております。

　
１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

該当事項はありません。

　
(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,566,260 7,165,112

受取手形 661,880 900,085

売掛金 ※1
 4,151,310 5,707,231

商品 32,069 74,626

前払費用 23,613 23,440

繰延税金資産 55,717 96,194

その他 25,286 33,718

貸倒引当金 △114 △156

流動資産合計 11,516,025 14,000,254

固定資産

有形固定資産

建物 987,008 988,035

減価償却累計額 △304,842 △338,924

建物（純額） 682,166 649,111

構築物 23,325 23,325

減価償却累計額 △15,093 △16,236

構築物（純額） 8,232 7,089

工具、器具及び備品 20,151 23,336

減価償却累計額 △15,530 △16,743

工具、器具及び備品（純額） 4,621 6,592

土地 1,379,100 1,379,100

有形固定資産合計 2,074,121 2,041,894

無形固定資産

ソフトウエア 3,521 1,892

電話加入権 10,866 10,866

その他 1,500 1,500

無形固定資産合計 15,887 14,259

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 934,922

※2
 968,589

関係会社出資金 90,000 90,000

破産更生債権等 564 327

長期前払費用 528 250

長期預金 1,500,000 1,000,000

差入保証金 ※2
 243,935

※2
 250,901

その他 50,647 50,928

貸倒引当金 △213 △213

投資その他の資産合計 2,820,386 2,360,783

固定資産合計 4,910,395 4,416,937

資産合計 16,426,421 18,417,191
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 ※2
 1,049,353

※2
 1,571,942

買掛金 ※2
 1,829,927

※2
 2,754,315

1年内償還予定の社債 40,000 －

未払金 42,854 36,676

未払費用 32,770 40,088

未払法人税等 15,442 407,624

未払消費税等 11,774 36,180

未払事業所税 1,479 1,479

前受金 8,078 4,392

預り金 12,620 12,144

賞与引当金 90,000 120,000

役員賞与引当金 － 23,000

その他 52 －

流動負債合計 3,134,353 5,007,843

固定負債

長期未払金 41,778 19,673

繰延税金負債 144,469 151,720

役員退職慰労引当金 24,125 24,125

固定負債合計 210,372 195,518

負債合計 3,344,726 5,203,362

純資産の部

株主資本

資本金 1,148,000 1,148,000

資本剰余金

資本準備金 1,091,862 1,091,862

その他資本剰余金 169,197 169,197

資本剰余金合計 1,261,059 1,261,059

利益剰余金

利益準備金 287,000 287,000

その他利益剰余金

建物圧縮積立金 161,846 158,242

土地圧縮積立金 6,719 6,719

別途積立金 9,717,000 9,717,000

繰越利益剰余金 892,284 1,210,273

利益剰余金合計 11,064,850 11,379,235

自己株式 △460,000 △650,471

株主資本合計 13,013,910 13,137,823

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 67,784 76,006

評価・換算差額等合計 67,784 76,006

純資産合計 13,081,694 13,213,829

負債純資産合計 16,426,421 18,417,191
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

売上高 11,438,180 17,581,545

売上原価

商品期首たな卸高 50,160 32,069

当期商品仕入高 9,710,508 14,992,980

合計 9,760,669 15,025,049

商品期末たな卸高 32,069 74,626

売上原価合計 9,728,599 14,950,423

売上総利益 1,709,580 2,631,122

販売費及び一般管理費

配送費 48,467 58,012

広告宣伝費 12,004 10,707

貸倒引当金繰入額 － 42

役員報酬 79,905 77,268

給料及び手当 928,171 981,231

賞与引当金繰入額 90,000 120,000

役員賞与引当金繰入額 － 23,000

退職給付費用 43,088 41,307

法定福利費 143,969 163,665

福利厚生費 50,351 49,698

交際費 6,148 6,371

旅費及び交通費 13,675 17,221

通信費 32,818 31,506

事務用消耗品費 8,642 9,424

租税公課 26,567 32,019

減価償却費 42,486 38,266

地代家賃 62,356 61,743

賃借料 49,538 47,653

その他 100,324 99,028

販売費及び一般管理費合計 1,738,517 1,868,167

営業利益又は営業損失（△） △28,936 762,954

営業外収益

受取利息 15,866 15,309

有価証券利息 1,000 1,000

受取配当金 5,930 6,084

仕入割引 40,036 58,858

その他 13,515 9,142

営業外収益合計 76,348 90,396

営業外費用

社債利息 565 70

支払保証料 260 39

売上割引 2,773 2,983

支払手数料 － 1,612

その他 84 0

営業外費用合計 3,683 4,705

経常利益 43,728 848,645
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

特別利益

投資有価証券売却益 48 －

貸倒引当金戻入額 315 －

特別利益合計 364 －

特別損失

投資有価証券評価損 － 18,325

減損損失 ※1
 22,992 －

特別損失合計 22,992 18,325

税引前当期純利益 21,100 830,319

法人税、住民税及び事業税 21,400 401,900

法人税等調整額 36,129 △38,965

法人税等合計 57,529 362,934

当期純利益又は当期純損失（△） △36,429 467,384
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,148,000 1,148,000

当期末残高 1,148,000 1,148,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,091,862 1,091,862

当期末残高 1,091,862 1,091,862

その他資本剰余金

前期末残高 169,197 169,197

当期末残高 169,197 169,197

資本剰余金合計

前期末残高 1,261,059 1,261,059

当期末残高 1,261,059 1,261,059

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 287,000 287,000

当期末残高 287,000 287,000

その他利益剰余金

建物圧縮積立金

前期末残高 165,472 161,846

当期変動額

建物圧縮積立金の取崩 △3,626 △3,603

当期変動額合計 △3,626 △3,603

当期末残高 161,846 158,242

土地圧縮積立金

前期末残高 6,719 6,719

当期末残高 6,719 6,719

別途積立金

前期末残高 9,517,000 9,717,000

当期変動額

別途積立金の積立 200,000 －

当期変動額合計 200,000 －

当期末残高 9,717,000 9,717,000

繰越利益剰余金

前期末残高 1,380,087 892,284

当期変動額

剰余金の配当 △255,000 △153,000

当期純利益又は当期純損失（△） △36,429 467,384

建物圧縮積立金の取崩 3,626 3,603

別途積立金の積立 △200,000 －

当期変動額合計 △487,803 317,988

当期末残高 892,284 1,210,273
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 11,356,279 11,064,850

当期変動額

剰余金の配当 △255,000 △153,000

当期純利益又は当期純損失（△） △36,429 467,384

建物圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 △291,429 314,384

当期末残高 11,064,850 11,379,235

自己株式

前期末残高 △460,000 △460,000

当期変動額

自己株式の取得 － △190,471

当期変動額合計 － △190,471

当期末残高 △460,000 △650,471

株主資本合計

前期末残高 13,305,339 13,013,910

当期変動額

剰余金の配当 △255,000 △153,000

当期純利益又は当期純損失（△） △36,429 467,384

自己株式の取得 － △190,471

当期変動額合計 △291,429 123,913

当期末残高 13,013,910 13,137,823

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 21,861 67,784

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

45,922 8,221

当期変動額合計 45,922 8,221

当期末残高 67,784 76,006

評価・換算差額等合計

前期末残高 21,861 67,784

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

45,922 8,221

当期変動額合計 45,922 8,221

当期末残高 67,784 76,006

純資産合計

前期末残高 13,327,201 13,081,694

当期変動額

剰余金の配当 △255,000 △153,000

当期純利益又は当期純損失（△） △36,429 467,384

自己株式の取得 － △190,471

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 45,922 8,221

当期変動額合計 △245,506 132,134

当期末残高 13,081,694 13,213,829
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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 21,100 830,319

減価償却費 42,486 38,266

減損損失 22,992 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △600 42

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000 30,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000 23,000

受取利息及び受取配当金 △22,796 △22,394

社債利息及び支払保証料 825 109

投資有価証券売却損益（△は益） △48 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 18,325

売上債権の増減額（△は増加） 949,118 △1,794,125

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,090 △42,557

その他の流動資産の増減額（△は増加） 21,158 △11,110

破産更生債権等の増減額（△は増加） 815 237

仕入債務の増減額（△は減少） △57,152 1,446,977

未払金の増減額（△は減少） △7,706 △6,178

未払費用の増減額（△は減少） △6,108 7,396

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,774 24,405

預り金の増減額（△は減少） △2,454 △475

その他の流動負債の増減額（△は減少） 6,330 379

その他 △26,383 △29,125

小計 911,444 513,493

利息及び配当金の受取額 22,724 22,135

社債利息及び支払保証料の支払額 △949 △189

法人税等の支払額 △24,654 △13,783

法人税等の還付額 34,756 3,130

営業活動によるキャッシュ・フロー 943,322 524,786

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △500,000

定期預金の払戻による収入 300,000 －

有形固定資産の取得による支出 △657 △4,411

投資有価証券の取得による支出 △7,603 △38,051

投資有価証券の売却による収入 587 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 292,326 △542,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出 △80,000 △40,000

自己株式の取得による支出 － △190,471

配当金の支払額 △255,000 △153,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △335,000 △383,471

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 900,648 △401,148

現金及び現金同等物の期首残高 5,665,612 6,566,260

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 6,566,260

※1
 6,165,112
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【継続企業の前提に関する注記】

前事業年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

該当事項はありません。

　
【重要な会計方針】

　

項目
前事業年度

(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

１  有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券

  償却原価法(定額法)によってお

ります。

(1) 満期保有目的の債券

同左

　 (2) その他有価証券

時価のあるもの

  決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法によっております。

 (評価差額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価は、移動平

均法により算定しております。)

(2) その他有価証券

時価のあるもの

同左

　 時価のないもの

  移動平均法による原価法によっ

ております。

時価のないもの

同左

２  たな卸資産の評価基準及

び評価方法

  通常の販売目的で保有するたな卸資

産

  通常の販売目的で保有するたな卸資

産

　 商品

  移動平均法による原価法(収益性

の低下による簿価切下げの方法)に

よっております。

商品

同左

３  固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

  定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得

した建物(建物附属設備を除く)に

ついては定額法を採用しておりま

す。

  なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物                ３～50年

構築物              10～20年

工具、器具及び備品  ３～20年

  なお、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間均等償却によってお

ります。

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

同左

 
 
 
 

　 (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

  定額法によっております。

  なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法に

よっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

同左
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項目
前事業年度

(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

　 (3) リース資産

  所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産

(3) リース資産

  所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産

　   リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。なお、所有権移転外ファ

イナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月

31日以前のものについては、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左

４  引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等の

特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

　 (2) 賞与引当金

  従業員賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき当事業年

度に見合う分を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左

　 ―――――― (3) 役員賞与引当金

  役員賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき当事業年度に

見合う分を計上しております。

　 (3) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

  なお、平成16年６月に役員退職

慰労金制度を廃止しており、役員

退職慰労引当金残高は従前の制度

による在任役員に対する支給予定

額であります。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

５  キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

  キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、要求払預金及び取得日から３ヶ月

以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっておりま

す。

同左

６  その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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【表示方法の変更】

　

前事業年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

(貸借対照表)

従来、「敷金及び保証金」(当事業年度294,165千円)に

営業保証金を含めておりましたが、不動産賃借に係る敷

金と区別するために当事業年度より「差入保証金」

(243,935千円)として独立掲記することといたしました。

一方、不動産賃借に係る敷金(50,229千円)については重

要性が乏しいため、当事業年度より「その他」に含めて

表示しております。

――――――

―――――― (損益計算書)

前事業年度において営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「支払手数料」(前事業年度84千円)

は、営業外費用総額の100分の10を超えたため、当事業年

度においては区分掲記しております。

　
【注記事項】

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(平成22年３月31日)
当事業年度

(平成23年３月31日)

※１  (関係会社に対する資産及び負債)

  区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。

  売掛金                      16,537千円

――――――

※２  投資有価証券113,441千円及び差入保証金2,250千

円を仕入債務168,032千円(支払手形2,384千円、買掛

金165,648千円)の担保に供しております。

※２  投資有価証券114,321千円及び差入保証金2,250千

円を仕入債務208,200千円(支払手形3,118千円、買掛

金205,082千円)の担保に供しております。
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(損益計算書関係)

　

前事業年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

※１  減損損失

当事業年度において、当社は以下のとおり減損損

失を計上しております。

用途 場所 種類
減損損失
(千円)

営業所
(松本営業所)

長野県
松本市

土地
建物
工具、器具
及び備品

20,284
2,436
271

合計 　 　 22,992

資産のグルーピングは、継続的に収支の把握を

行っている管理会計上の区分に基づき、営業所単位

で行っております。

松本営業所については、営業損益が継続的にマイ

ナスとなり、将来的に、当該資産グループの固定資産

簿価を全額回収できる可能性が低いと判断し、減損

損失を認識しております。

なお、回収可能価額は正味売却価額によって測定

しており、土地及び建物については、不動産鑑定評価

額に基づいて算定した金額で評価し、工具、器具及び

備品については、他への転用や売却が困難であるこ

とから備忘価額としております。

 
――――――

 
 
 
 

　
(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

１  発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 5,300,000 ─ ─ 5,300,000

　
２  自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 200,000 ─ ─ 200,000

　
３  新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　
４  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月17日
定時株主総会

普通株式 255,000 50.00平成21年３月31日 平成21年６月18日
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(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月17日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 153,000 30.00平成22年３月31日 平成22年６月18日

　
当事業年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

１  発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 5,300,000 ─ ─ 5,300,000

　
２  自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 200,000 100,176 ― 300,176

  (変動事由の概要)

  増加数の内訳は、次のとおりであります。

    取締役会決議による自己株式の取得による増加  100,176株

　
３  新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　
４  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月17日
定時株主総会

普通株式 153,000 30.00平成22年３月31日 平成22年６月18日

　
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月16日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 199,992 40.00平成23年３月31日 平成23年６月17日

　
(キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前事業年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

※１  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 6,566,260千円

現金及び現金同等物 6,566,260千円
 

※１  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 7,165,112千円

預入期間３か月超の定期預金 1,000,000千円

現金及び現金同等物 6,165,112千円
 

EDINET提出書類

株式会社鳥羽洋行(E02833)

有価証券報告書

44/71



　

(リース取引関係)

　

前事業年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

  リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引

１  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

  リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引

１  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

　 　
車両運搬具
(千円)

　
工具、器具及
び備品
(千円)

取得価額相当額 　 2,855　 27,213

減価償却
累計額相当額

　 1,951　 19,169

期末残高相当額 　 904　 8,044

　

　 　
車両運搬具
(千円)

　
工具、器具及
び備品
(千円)

取得価額相当額 　 2,855　 27,213

減価償却
累計額相当額

　 2,522　 24,611

期末残高相当額 　 333　 2,602

　

　 　
合計
(千円)

　 　

取得価額相当額 　 30,069　 　

減価償却
累計額相当額

　 21,120　 　

期末残高相当額 　 8,949　 　

　

　 　
合計
(千円)

　 　

取得価額相当額 　 30,069　 　

減価償却
累計額相当額

　 27,134　 　

期末残高相当額 　 2,935　 　

　
２  未経過リース料期末残高相当額

１年内 6,207千円

１年超 3,073千円

合計 9,280千円

２  未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,073千円

１年超 ― 千円

合計 3,073千円

 

３  支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 7,010千円

減価償却費相当額 6,621千円

支払利息相当額 300千円

３  支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 6,343千円

減価償却費相当額 5,997千円

支払利息相当額 151千円

 

４  減価償却費相当額の算定方法

      リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

 

４  減価償却費相当額の算定方法

同左
 

５  利息相当額の算定方法

      リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

５  利息相当額の算定方法

同左

１  ファイナンス・リース取引

      該当事項はありません。

１  ファイナンス・リース取引

同左

２  オペレーティング・リース取引

      注記すべき重要なオペレーティング・リース取引

はありません。

２  オペレーティング・リース取引

同左
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(金融商品関係)

前事業年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

(追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号  平成20年３月10日）及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号  平成20年３月10日）を

適用しております。

１  金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、主に銀行借入や社債発行により必要な資金を調達しております。一時的な余資は安全性の高

い金融資産で運用しております。デリバティブ取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形、売掛金及びその他金銭債権である差入保証金は、取引先の信用リスクに晒

されております。当該リスクに関しては、当社の営業債権管理規程に従い取引先ごとの期日管理及び残

高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期ごとに把握する体制としております。

営業債権である破産更生債権等は、担保物件の価格変動リスク及び保証先の信用リスクに晒されて

おります。当該リスクに関しては、所轄営業所により継続的に状況把握が行われ、定期的に取締役に報

告されております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有す

る企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役に報告されております。

投資有価証券である債券は、発行体の信用リスク及び金利リスク、価格変動リスクに晒されておりま

す。当該リスクに関しては、管理本部にて信用情報と時価の把握を定期的に行うことで管理しておりま

す。

営業債務である支払手形、買掛金及びその他金銭債務である未払金、未払法人税等、未払消費税等、未

払事業所税はそのほとんどが１年以内の支払期日であります。営業債務及びその他金銭債務は、流動性

リスクに晒されておりますが、当社では月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており

ます。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより当該価額が変動することもあります。
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２  金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（(注2)参

照）。

　
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 6,566,260 6,566,260 ─

(2) 受取手形 661,880 661,880 ─

(3) 売掛金 4,151,310 4,151,310 ─

(4) 投資有価証券 　 　 　

  ① 満期保有目的の債券 500,000 419,300 △80,700

  ② その他有価証券 428,131 428,131 ─

(5) 長期預金 1,500,000 1,507,171 7,171

(6) 破産更生債権等 564　 　

      貸倒引当金 (※) △213　 　

　 351 351 ─

資産計 13,807,936 13,734,408 △73,528

(1) 支払手形 1,049,353 1,049,353 ─

(2) 買掛金 1,829,927 1,829,927 ─

(3) 1年内償還予定の社債 40,000 40,000 ─

(4) 未払金 42,854 42,854 ─

(5) 未払法人税等 15,442 15,442 ─

(6) 未払消費税等 11,774 11,774 ─

(7) 未払事業所税 1,479 1,479 ─

負債計 2,990,832 2,990,832 ─

(※) 破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

　
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

(4) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関

から提示された価格によっております。また、投資信託については、公表されている基準価額によって

おります。

  なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照くださ

い。
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(5) 長期預金

定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を

算定しており、その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、変動

金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当

該帳簿価額によっております。

(6) 破産更生債権等

破産更生債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定してい

るため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、

当該価額をもって時価としております。

負債

(1) 支払手形、(2) 買掛金、(3) 1年内償還予定の社債、(4) 未払金、(5) 未払法人税等、(6) 未払消費税

等、(7) 未払事業所税

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

　
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであります。

区分 貸借対照表計上額(千円)

非上場株式 (※1) 6,790

関係会社出資金 (※2) 90,000

差入保証金 (※3) 243,935

長期未払金 (※4) 41,778

合計 382,504

(※1) 非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるため、「資産 (4) 投資有価証券 ② その他有価証券」には含めておりません。

(※2) 関係会社出資金は、非上場子会社である中国現地法人に対する出資金であり、時価を算定することが極めて困難

と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。

(※3) 差入保証金は、仕入先に対する営業保証金であり、返済期間を見積ることができず、時価を把握することが極めて

困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。

(※4) 長期未払金は、退職一時金制度の廃止時に確定した従業員に対する退職給付の未払額であります。当社の従業員

数においては当該長期未払金の将来キャッシュ・フローを統計的に信頼性をもって見積ることができず、時価を

把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。

　
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

　
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 6,566,260 ─ ─ ─

受取手形 661,880 ─ ─ ─

売掛金 4,151,310 ─ ─ ─

投資有価証券 　 　 　 　

  満期保有目的の債券 (社債) ─ ─ ─ 500,000

その他有価証券のうち満期が
あるもの

─ ─ ─ ─

長期預金 ─ 1,000,000 500,000 ─

合計 11,379,4521,000,000 500,000 500,000
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(注4) 社債の決算日後の返済予定額

　
１年以内
(千円)

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

５年超
(千円)

社債 40,000 ― ― ― ― ─

合計 40,000 ― ― ― ― ─

　
当事業年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

１  金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、主に銀行借入や社債発行により必要な資金を調達しております。一時的な余資は安全性の高

い金融資産で運用しております。デリバティブ取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形、売掛金及びその他金銭債権である差入保証金は、取引先の信用リスクに晒

されております。当該リスクに関しては、当社の営業債権管理規程に従い取引先ごとの期日管理及び残

高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期ごとに把握する体制としております。

営業債権である破産更生債権等は、担保物件の価格変動リスク及び保証先の信用リスクに晒されて

おります。当該リスクに関しては、所轄営業所により継続的に状況把握が行われ、定期的に取締役に報

告されております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有す

る企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役に報告されております。

投資有価証券である債券は、発行体の信用リスク及び金利リスク、価格変動リスクに晒されておりま

す。当該リスクに関しては、管理本部にて信用情報と時価の把握を定期的に行うことで管理しておりま

す。

営業債務である支払手形、買掛金及びその他金銭債務である未払金、未払法人税等、未払消費税等、未

払事業所税はそのほとんどが１年以内の支払期日であります。営業債務及びその他金銭債務は、流動性

リスクに晒されておりますが、当社では月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており

ます。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより当該価額が変動することもあります。
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２  金融商品の時価等に関する事項

平成23年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（(注2)参

照）。

　
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 7,165,112 7,165,112 ―

(2) 受取手形 900,085 900,085 ―

(3) 売掛金 5,707,231 5,707,231 ―

(4) 投資有価証券 　 　 　

  ① 満期保有目的の債券 500,000 400,150 △99,850

  ② その他有価証券 431,648 431,648 ―

(5) 長期預金 1,000,000 999,981 △18

(6) 破産更生債権等 327　 　

      貸倒引当金 (※) △213　 　

　 113 113 ―

資産計 15,704,192 15,604,323 △99,868

(1) 支払手形 1,571,942 1,571,942 ―

(2) 買掛金 2,754,315 2,754,315 ―

(3) 未払金 36,676 36,676 ―

(4) 未払法人税等 407,624 407,624 ―

(5) 未払消費税等 36,180 36,180 ―

(6) 未払事業所税 1,479 1,479 ―

負債計 4,808,218 4,808,218 ―

(※) 破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

　
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

(4) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関

から提示された価格によっております。また、投資信託については、公表されている基準価額によって

おります。

  なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照くださ

い。
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(5) 長期預金

定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を

算定しており、その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、変動

金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当

該帳簿価額によっております。

(6) 破産更生債権等

破産更生債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定してい

るため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、

当該価額をもって時価としております。

負債

(1) 支払手形、(2) 買掛金、(3) 未払金、(4) 未払法人税等、(5) 未払消費税等、(6) 未払事業所税

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

　
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであります。

区分 貸借対照表計上額(千円)

非上場株式 (※1) 36,940

関係会社出資金 (※2) 90,000

差入保証金 (※3) 250,901

長期未払金 (※4) 19,673

合計 397,514

(※1) 非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるため、「資産 (4) 投資有価証券 ② その他有価証券」には含めておりません。

(※2) 関係会社出資金は、非上場子会社である中国現地法人に対する出資金であり、時価を算定することが極めて困難

と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。

(※3) 差入保証金は、仕入先に対する営業保証金であり、返済期間を見積ることができず、時価を把握することが極めて

困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。

(※4) 長期未払金は、退職一時金制度の廃止時に確定した従業員に対する退職給付の未払額であります。当社の従業員

数においては当該長期未払金の将来キャッシュ・フローを統計的に信頼性をもって見積ることができず、時価を

把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。

　
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

　
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 7,165,112 ― ― ―

受取手形 900,085 ― ― ―

売掛金 5,707,231 ― ― ―

投資有価証券 　 　 　 　

  満期保有目的の債券 (社債) ― ― ― 500,000

その他有価証券のうち満期が
あるもの

― ― ― ―

長期預金 ― 500,000 500,000 ―

合計 13,772,429 500,000 500,000 500,000
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(有価証券関係)

前事業年度

１  満期保有目的の債券(平成22年３月31日)

区分
貸借対照表日における
貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表日における
時価
(千円)

差額
(千円)

時価が貸借対照表計上額を超えるもの ─ ─ ─

時価が貸借対照表計上額を超えないもの 500,000 419,300 △80,700

合計 500,000 419,300 △80,700

　
２  その他有価証券(平成22年３月31日)

区分
貸借対照表日における
貸借対照表計上額

(千円)

取得原価
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 　 　 　

  株式 361,371 238,436 122,934

  ＭＭＦ 10,323 10,323 ―

小計 371,694 248,759 122,934

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 　 　 　

  株式 56,437 68,478 △12,041

小計 56,437 68,478 △12,041

合計 428,131 317,238 110,893

(注)  ＭＭＦは、投資信託であり貸借対照表日における貸借対照表計上額と取得原価が同額となりますが、「貸借対照

表計上額が取得原価を超えるもの」に含めて表示しております。

　
３  事業年度中に売却したその他有価証券(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

区分
売却額
(千円)

売却益の合計額
(千円)

売却損の合計額
(千円)

株式 587 48 ─

合計 587 48 ─

　
当事業年度

１  満期保有目的の債券(平成23年３月31日)

区分
貸借対照表日における
貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表日における
時価
(千円)

差額
(千円)

時価が貸借対照表計上額を超えるもの ― ― ―

時価が貸借対照表計上額を超えないもの 500,000 400,150 △99,850

合計 500,000 400,150 △99,850
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２  その他有価証券(平成23年３月31日)

区分
貸借対照表日における
貸借対照表計上額

(千円)

取得原価
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 　 　 　

  株式 217,044 85,260 131,783

  ＭＭＦ 10,332 10,332 ―

小計 227,377 95,593 131,783

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 　 　 　

  株式 204,271 211,201 △6,929

小計 204,271 211,201 △6,929

合計 431,648 306,794 124,854

(注) １  ＭＭＦは、投資信託であり貸借対照表日における貸借対照表計上額と取得原価が同額となりますが、「貸借対

照表計上額が取得原価を超えるもの」に含めて表示しております。

２  減損処理を行った有価証券(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において減損処理を行い、投資有

価証券評価損18,325千円を計上しております。

　
(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

当事業年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

　
(退職給付関係)

　

前事業年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

１  採用している退職給付制度の概要

      当社は退職給付制度として確定拠出年金制度を採

用しております。

  (注) 退職一時金制度の廃止日である平成20年３月31

日までに発生した退職給付債務は、従業員に対

する確定債務であるため、制度廃止に伴う割り

増し支給額とともに、未払金及び長期未払金に

計上しております。なお、当事業年度末において

は、未払金29,114千円、長期未払金41,778千円を

計上しております。

１  採用している退職給付制度の概要

      当社は退職給付制度として確定拠出年金制度を採

用しております。

  (注) 退職一時金制度の廃止日である平成20年３月31

日までに発生した退職給付債務は、従業員に対

する確定債務であるため、制度廃止に伴う割り

増し支給額とともに、未払金及び長期未払金に

計上しております。なお、当事業年度末において

は、未払金23,405千円、長期未払金19,673千円を

計上しております。

２  退職給付費用に関する事項

      主に確定拠出年金制度の掛け金であります。

　 43,088千円

２  退職給付費用に関する事項

      主に確定拠出年金制度の掛け金であります。

　 41,307千円

　
(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

該当事項はありません。
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(税効果会計関係)

　
前事業年度

(平成22年３月31日)
当事業年度

(平成23年３月31日)

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の

内訳

(繰延税金資産) 　
①流動資産 　
    賞与引当金 36,621千円

    その他 19,096千円

              小計 55,717千円

②固定資産 　
    長期未払金 16,999千円

    役員退職慰労引当金 9,816千円

    減損損失 9,355千円

    投資有価証券評価損 6,471千円

    その他 4,359千円

    評価性引当額 △32,718千円

    繰延税金負債(固定)との相殺 △14,284千円

              小計 ─  千円

        繰延税金資産  合計 55,717千円

(繰延税金負債) 　
  固定負債 　
    その他有価証券評価差額金 △43,108千円

    建物圧縮積立金 △111,035千円

    土地圧縮積立金 △4,609千円

    繰延税金資産(固定)との相殺 14,284千円

        繰延税金負債  合計 △144,469千円

  差引：繰延税金負債の純額 △88,752千円

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の

内訳

(繰延税金資産) 　
①流動資産 　
    未払事業税 29,851千円

    賞与引当金 48,828千円

    その他 17,515千円

              小計 96,194千円

②固定資産 　
    長期未払金 8,004千円

    役員退職慰労引当金 9,816千円

    減損損失 9,235千円

    投資有価証券評価損 10,999千円

    その他 324千円

    評価性引当額 △28,081千円

    繰延税金負債(固定)との相殺 △10,300千円

              小計 ―  千円

        繰延税金資産  合計 96,194千円

(繰延税金負債) 　
  固定負債 　
    その他有価証券評価差額金 △48,847千円

    建物圧縮積立金 △108,563千円

    土地圧縮積立金 △4,609千円

    繰延税金資産(固定)との相殺 10,300千円

        繰延税金負債  合計 △151,720千円

  差引：繰延税金負債の純額 △55,526千円

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

(調整) 　
交際費等永久に損金に算入

されない項目
11.86％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△5.71％

住民税均等割 101.50％

評価性引当額 124.39％

その他 △0.08％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
272.65％

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

(調整) 　
交際費等永久に損金に算入

されない項目
1.43％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△0.15％

住民税均等割 2.57％

評価性引当額 △0.56％

その他 △0.27％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
43.71％

　
(企業結合等関係)

前事業年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

該当事項はありません。
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(資産除去債務関係)

当事業年度末(平成23年３月31日)

注記すべき重要な資産除去債務はありません。

　
(賃貸等不動産関係)

前事業年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

注記すべき重要な賃貸等不動産はありません。

(追加情報)

当事業年度から「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号  平成20年

11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第23号  平成20年11月28日）を適用しております。

当事業年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

注記すべき重要な賃貸等不動産はありません。

　
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社は、機械工具器具等の販売事業を営んでおり、これを単一の事業セグメントとしております。

　
２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

当社は、上記のとおり単一の事業セグメントとしているため、セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

　
３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前事業年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

当社は、上記のとおり単一の事業セグメントとしているため、セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

当該事業年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

当社は、上記のとおり単一の事業セグメントとしているため、セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

(追加情報)

当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21年３月

27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  平

成20年３月21日)を適用しております。

　
【関連情報】

当該事業年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

１  製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載

を省略しております。
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２  地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

　
(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　
３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。

　
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当該事業年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

該当事項はありません。

　
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当該事業年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

該当事項はありません。

　
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当該事業年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

該当事項はありません。

　
(持分法損益等)

前事業年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

１  関連会社に関する事項

当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

２  開示対象特別目的会社に関する事項

当社は開示対象特別目的会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

１  関連会社に関する事項

当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

２  開示対象特別目的会社に関する事項

当社は開示対象特別目的会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

　
【関連当事者情報】

前事業年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　

前事業年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 2,565.04円１株当たり純資産額 2,642.86円

１株当たり当期純損失金額 7.14円
　

１株当たり当期純利益金額 92.50円

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)  算定上の基礎

１  １株当たり純資産額

項目
前事業年度

(平成22年３月31日)
当事業年度

(平成23年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 13,081,694 13,213,829

普通株式に係る純資産額(千円) 13,081,694 13,213,829

差額の主な内訳(千円) ─ ―

普通株式の発行済株式数(株) 5,300,000 5,300,000

普通株式の自己株式数(株) 200,000 300,176

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

5,100,000 4,999,824

　
２  １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額

項目
前事業年度

(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失
(△)(千円)

△36,429 467,384

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
(△)(千円)

△36,429 467,384

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ―

普通株式の期中平均株式数(株) 5,100,000 5,052,834

　
(重要な後発事象)

前事業年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

該当事項はありません。
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証券 その他有価証券

㈱日伝 50,287 124,210

ＳＭＣ㈱ 6,681 91,465

㈱不二越 98,000 46,256

㈱コガネイ 98,812 35,940

㈱ダイフク 35,780 21,611

大日本印刷㈱ 21,000 21,273

日東精工㈱ 61,910 16,715

㈱東芝 36,600 14,896

キヤノン電子㈱ 6,000 13,662

日本電気㈱ 74,000 13,394

日東工器㈱ 5,808 12,254

その他(19銘柄) 117,158 46,576

計 612,037 458,256

　
【債券】

　

銘柄
券面総額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価証券 満期保有目的の債券 ドイツ銀行ロンドン支店 500,000 500,000

計 500,000 500,000

　
【その他】

　

種類及び銘柄
投資口数等
(千口)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価証券 その他有価証券
(証券投資信託の受益証券)
ＭＭＦ(１銘柄)

10,332 10,332

計 10,332 10,332
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

  建物 987,0081,027 ― 988,035338,92434,082649,111

  構築物 23,325 ― ― 23,32516,2361,143 7,089

  工具、器具及び備品 20,1513,384 199 23,33616,7431,412 6,592

  土地 1,379,100― ― 1,379,100― ― 1,379,100

有形固定資産計 2,409,5864,411 1992,413,798371,90436,6382,041,894

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

  ソフトウエア ― ― ― 8,341 6,448 1,628 1,892

  電話加入権 ― ― ― 10,866 ― ― 10,866

  その他 ― ― ― 1,500 ― ― 1,500

無形固定資産計 ― ― ― 20,7086,448 1,62814,259

長期前払費用 2,778 200 ― 2,978 2,728 478 250

(注)  無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記

載を省略しております。

　
【社債明細表】

　

銘柄 発行年月日
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
（％）

担保 償還期限

第７回無担保社債 平成17年８月１日 40,000 ― 0.65無担保社債 平成22年７月30日

合計 ― 40,000 ― ― ― ―

　
【借入金等明細表】

該当事項はありません。

　
【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 327 156 ― 114 369

賞与引当金 90,000 120,000 90,000 ― 120,000

役員賞与引当金 ― 23,000 ― ― 23,000

役員退職慰労引当金 24,125 ― ― ― 24,125

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額による取崩額であります。
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【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

１  資産の部

① 現金及び預金

　

区分 金額(千円)

現金 4,073

預金 　

当座預金 4,783,216

普通預金 1,077,822

定期預金 1,300,000

小計 7,161,038

合計 7,165,112

　
② 受取手形

イ  相手先別内訳

　

相手先 金額(千円)

淀川メデック㈱ 77,813

シャープマニファクチャリングシステム㈱ 72,506

東海精機㈱ 38,843

ＪＵＫＩ電子工業㈱ 36,468

㈱皆藤製作所 32,138

その他 642,315

合計 900,085

　
ロ  期日別内訳

　

期日 金額(千円)

平成23年４月満期 163,859

平成23年５月満期 194,474

平成23年６月満期 272,741

平成23年７月満期 156,337

平成23年８月満期 111,144

平成23年９月以降満期 1,527

合計 900,085

EDINET提出書類

株式会社鳥羽洋行(E02833)

有価証券報告書

61/71



　

③ 売掛金

イ  相手先別内訳

　

相手先 金額(千円)

キヤノンマシナリー㈱ 648,714

キヤノン㈱ 510,869

㈱ディスコ 292,552

オリジン電気㈱ 141,709

キヤノン電子㈱ 131,176

その他 3,982,209

合計 5,707,231

　
ロ  売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　

前期繰越高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

次期繰越高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

4,151,31018,277,20316,721,2825,707,231 74.55 98.44

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

　
④ 商品

　

区分 金額(千円)

制御機器 29,160

ＦＡ機器 24,408

産業機器 21,058

合計 74,626

　
⑤ 長期預金

　

区分 金額(千円)

期日前解約特約付定期預金 500,000

期日前解約特約付変動金利定期預金 500,000

合計 1,000,000
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２  負債の部

① 支払手形

イ  相手先別内訳

　

相手先 金額(千円)

㈱アイエイアイ 533,049

ヤマハ発動機㈱ 370,039

川重商事㈱ 96,097

㈱妙徳 71,750

三菱商事㈱ 61,152

その他 439,853

合計 1,571,942

　
ロ  期日別内訳

　

期日 金額(千円)

平成23年４月満期 289,967

平成23年５月満期 340,079

平成23年６月満期 385,159

平成23年７月満期 531,396

平成23年８月満期 24,932

平成23年９月以降満期 407

合計 1,571,942

　
② 買掛金

　

相手先 金額(千円)

ＴＨＫ㈱ 237,833

ＳＭＣ㈱ 197,983

㈱アイエイアイ 169,115

ヤマハ発動機㈱ 160,967

㈱コガネイ 154,474

その他 1,833,941

合計 2,754,315
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(3) 【その他】

当事業年度における各四半期会計期間に係る売上高等

　

　
第１四半期

(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

第２四半期
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

第３四半期
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

第４四半期
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

売上高
(千円)

4,616,493 4,502,381 3,581,729 4,880,940

税引前四半期純
利益金額

(千円)
277,135 201,257 94,484 257,441

四半期純利益金
額

(千円)
172,258 114,546 50,719 129,860

１株当たり四半
期純利益金額

(円)
33.78 22.49 10.11 25.70
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

　

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ３月31日、９月30日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り 　

    取扱場所
（特別口座）
東京都港区芝三丁目33番１号    中央三井信託銀行株式会社  本店

    株主名簿管理人
（特別口座）
東京都港区芝三丁目33番１号    中央三井信託銀行株式会社

    取次所 ―

    買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額  (注) １

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで
す。
    http://www.toba.co.jp/

株主に対する特典

株主優待制度として、毎年３月期末日現在の株主名簿に記載された１単元以上保有の
株主に対して、下記の商品を贈呈いたします。

100～1,000株未満   オリジナル・クオカード(1,000円相当)
    1,000株以上        オリジナル・クオカード(3,000円相当)

(注) １  <別途定める金額>

１単元当たりの金額を下記算式により算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額とする。

  (算式)  １株当たりの買取価格に１単元の株式数を乗じた合計金額のうち

          100万円以下の金額につき約定代金の1.150％

          100万円を超え500万円以下の金額につき0.900％

          500万円を超え1,000万円以下の金額につき0.700％

          1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき0.575％

          3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき0.375％

          (円位未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)

          ただし、１単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。

     ２  当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に

掲げる権利以外の権利を行使することができない。

   会社法第189条第２項各号に掲げる権利

   会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

   株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

　
２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度  第61期(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)  平成22年６月17日関東財務局長に

提出。

　
(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成22年６月17日関東財務局長に提出。

　
(3) 四半期報告書及び確認書

第62期第１四半期(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)  平成22年８月11日関東財務局長に

提出。

第62期第２四半期(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)  平成22年11月11日関東財務局長に

提出。

第62期第３四半期(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)  平成23年２月10日関東財務局長に

提出。

　
(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規

定に基づく臨時報告書

平成22年６月18日関東財務局長に提出。

　
(5) 自己株券買付状況報告書

平成22年９月13日、平成22年10月15日、平成22年11月10日、平成22年12月７日、平成23年１月７日関東財務

局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成22年６月17日

株式会社鳥羽洋行

取締役会  御中

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士    都    甲    孝    一    ㊞

　
指定社員
業務執行社員

公認会計士    柿    崎    政    広    ㊞

　
＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社鳥羽洋行の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第61期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に

ついて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表

に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社鳥羽洋行の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社鳥羽洋行

の平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用

並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告

書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に

は防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社鳥羽洋行が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

　

以  上

　
 

１  上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２  財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成23年６月16日

株式会社鳥羽洋行

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    井    上    智    由    ㊞

　
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    柿    崎    政    広    ㊞

　
＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社鳥羽洋行の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第62期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に

ついて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表

に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社鳥羽洋行の平成23年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社鳥羽洋行

の平成23年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用

並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告

書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に

は防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社鳥羽洋行が平成23年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

　

以  上

　
 

１  上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２  財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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